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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

iお金 仕事 その他

　
令
和
４
年
１
月
１
日
現
在
黒
潮
町
に

在
住
す
る
世
帯
に
１
枚
の
申
告
書
を
配

付
し
て
い
ま
す
。

　
「
申
告
書
の
提
出
が
不
要
な
方
」
に

該
当
し
な
い
２０
歳
以
上
の
方
は
、
前
年

の
１
月
か
ら
１２
月
ま
で
の
１
年
間
の
収

入
な
ど
に
つ
い
て
申
告
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

　
こ
の
申
告
書
は
国
民
健
康
保
険
税
・

介
護
保
険
料
の
申
告
書
も
兼
ね
て
い
ま

す
の
で
、
収
入
が
無
い
場
合
で
も
そ
の

旨
記
載
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
告
結
果
は
、
町
県
民
税
を
適
正
に

課
税
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
と
な
る
ほ

か
、
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
算
定
資

料
と
し
て
も
使
い
ま
す
。
ま
た
、
所
得

証
明
書
な
ど
の
税
務
証
明
の
基
礎
資
料

と
し
て
も
使
い
ま
す
。

　
申
告
書
の
提
出
が
な
い
場
合
は
、
国

民
健
康
保
険
税
な
ど
の
軽
減
措
置
が
受

け
ら
れ
な
い
、
所
得
証
明
書
の
交
付
が

で
き
な
い
な
ど
の
場
合
が
あ
り
ま
す
。

収
入
の
な
か
っ
た
方
や
、
障
害
年
金
・

遺
族
年
金
な
ど
の
非
課
税
年
金
を
受
給

し
て
い
る
方
も
申
告
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
期
限
内
の
申
告
を
お
願
い
し

ま
す
。
た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
方
は

提
出
は
不
要
で
す
。

◆
申
告
書
の
提
出
が
不
要
な
方

①
所
得
税
の
確
定
申
告
書
（
還
付
申
告

を
含
む
）
を
提
出
さ
れ
た
方

②
昨
年
中
の
収
入
が
公
的
年
金
の
み
の

方
で
、
扶
養
控
除
、
医
療
費
控
除
や

生
命
保
険
料
控
除
な
ど
の
各
種
控
除

を
受
け
な
い
方

③
昨
年
中
の
収
入
が
給
与
（
１
カ
所
）

の
み
の
方
で
、
勤
務
先
よ
り
年
末
調

整
済
の
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ

れ
て
い
る
方

④
昨
年
中
の
収
入
が
全
く
無
く
、
黒
潮

町
内
の
方
に
税
の
扶
養
さ
れ
て
い
る
方

◆
申
告
の
際
に
必
要
な
も
の

①
収
入
や
経
費
が
わ
か
る
も
の
（
給
与
、

公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
、
自

営
業
の
方
は
、
収
入
の
明
細
や
経
費

の
領
収
書
な
ど
）

②
生
命
保
険
や
地
震
保
険
の
控
除
証
明
書

③
国
民
年
金
な
ど
の
支
払
証
明
書

④
医
療
費
控
除
の
明
細
書
（
内
訳
書
）

※
①
、
④
に
つ
い
て
は
事
前
に
集
計
を

し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

◆
本
人
確
認
に
つ
い
て

　
本
人
確
認
の
た
め
「
個
人
番
号
カ
ー

ド
」
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い
方

個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
と
次
の
よ
う

な
顔
写
真
付
の
も
の
の
う
ち
い
ず
れ

か
ひ
と
つ

　
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
・
身
体

障
害
者
手
帳
・
在
留
カ
ー
ド
　
な
ど

・
顔
写
真
付
の
も
の
が
な
い
場
合

　
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
と
次
の
よ
う

な
も
の
ふ
た
つ

　
健
康
保
険
証
・
年
金
手
帳
　
な
ど

◆
受
付
期
間

　
２
月
１６
日
（
水
）
〜
３
月
１５
日
（
火
）

※
年
金
受
給
の
み
で
所
得
税
の
還
付
を

受
け
た
い
方
は
２
月
１０
日
（
木
）
か
ら

１５
日
（
火
）
も
受
け
付
け
ま
す
。

※
次
の
日
程
で
休
日
も
申
告
の
受
付
を

し
ま
す
。

　
本
庁
　
　
　
３
月
５
日
（
土
）

　
佐
賀
支
所
　
３
月
６
日
（
日
）

　
乗
ら
な
く
な
っ
た
り
、
乗
れ
な
く
な

っ
た
原
動
機
付
自
転
車
や
軽
自
動
車
で

も
、
３
月
３１
日
ま
で
に
廃
車
手
続
き
を

し
な
い
と
、
翌
年
度
も
軽
自
動
車
税
が

か
か
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
車
両
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

早
め
の
手
続
き
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
な
お
、
車
の
種
類
に
よ
っ
て
次
の
表

の
と
お
り
手
続
き
先
が
違
い
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
農
耕
車
と
は
、
ト
ラ
ク
タ
ー
・
乗
用

装
置
付
の
コ
ン
バ
イ
ン
・
田
植
機
・
運

搬
車
両
な
ど
の
農
耕
作
業
用
自
動
車
な

ど
、
大
き
さ
に
関
係
な
く
乗
用
装
置
が

付
き
、
時
速
３５
袰

未
満
で
走
行
す
る
も

の
で
す
。
こ
れ
ら
の
農
耕
車
は
、
道
路

を
走
ら
な
く
て
も
軽
自
動
車
税
が
か
か

り
ま
す
。
農
耕
車
を
登
録
さ
れ
て
い
な

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か

軽
自
動
車
な
ど
の
廃
車
手
続
き

農
耕
車
に
は
軽
自
動
車
税
が
か
か
り
ま
す

住
民
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

住
民
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

住
民
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

令
和
４
年
度
町
県
民
税
な
ど

の
申
告
に
つ
い
て

手続き先・連絡先

本庁 住民課 住民税係

　　　蕁43－2816

佐賀支所 地域住民課 総合窓口第1係

　　　蕁55－3111

軽自動車の種類

○原動機付自転車

　（125cc以下）

○小型特殊自動車（農耕作

業用のもの、トラクターなど）

軽自動車検査協会（高知市長浜）

　　　蕁050－3816－3125
○軽自動車

○125cc超のバイク
高知運輸支局（高知市大津）

　　　蕁050－5540－2077
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い
方
は
、
本
庁
ま
た
は
佐
賀
支
所
窓
口

へ
登
録
の
届
出
を
し
て
ナ
ン
バ
ー
の
交

付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
農
耕
車
を
買

い
替
え
、
廃
車
に
し
た
と
き
も
、
担
当

窓
口
で
手
続
き
が
必
要
で
す
。

◆
登
録
に
必
要
な
も
の

・
所
有
者
の
印
か
ん
（
認
印
）

・
車
名

・
車
台
番
号

・
総
排
気
量
（
ま
た
は
馬
力
）

※
代
理
の
方
が
届
出
を
す
る
場
合
は
、
代

理
の
方
の
印
鑑
も
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
障
が
い
者
の
た
め
に
使
用
す
る
車
で
、

次
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
申
請
に

よ
り
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
ら
れ

ま
す
。

◆
対
象
と
な
る
車
両

・
障
が
い
者
が
所
有
し
、
運
転
す
る
車

・
障
が
い
者
（

１８
歳
未
満
の
身
体
障
が

い
者
や
知
的
障
が
い
者
、
精
神
障
が

い
者
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
方
を
含

む
）
が
所
有
し
、
生
計
を
同
じ
く
す

る
方
が
障
が
い
者
の
通
院
通
学
な
ど

の
た
め
に
運
転
す
る
車

・
障
が
い
者
の
み
の
世
帯
の
方
が
所
有
し
、

常
時
介
護
す
る
方
が
障
が
い
者
の
通

院
通
学
な
ど
の
た
め
に
運
転
す
る
車

※
障
が
い
の
程
度
な
ど
に
よ
る
制
限
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
軽
自
動
車
、
普

通
自
動
車
併
せ
て
１
台
に
限
り
ま
す
。

◆
申
請
に
必
要
な
も
の

・
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、

療
育
手
帳
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド

・
運
転
者
の
運
転
免
許
証

・
印
か
ん
（
認
印
）

・
自
動
車
検
査
証

・
減
免
申
請
書（
住
民
課
に
あ
り
ま
す
）

※
「
生
計
が
同
一
で
あ
る
こ
と
」
や
「
常

時
介
護
し
て
い
る
こ
と
」
、「
通
院
、

通
学
な
ど
を
行
っ
て
い
る
こ
と
」
を

証
明
す
る
書
類
が
別
途
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す
。

◆
申
請
期
限
（
令
和
４
年
度
分
）

　
５
月

２４
日
（
火
）
ま
で

※
４
月
１
日
現
在
、
所
有
し
て
い
る
車

に
限
り
ま
す
。

※
４
月
２
日
以
降
に
車
を
取
得
し
た
り
、

障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
方
は
、

翌
年
度
か
ら
対
象
と
な
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

住
民
課 

住
民
税
係

　
　
　
　
蕁

４
３
―

２
８
１
６

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課 

総
合
窓
口
第
１
係

　
　
　
　
蕁

５
５
―

３
１
１
３

軽
自
動
車
税
の
減
免
に
つ
い
て

2022四国西南・無限大ライド開催＆参加者募集

　全国のサイクリストが高知県西部7市町村を駆け抜ける大人気のサイクリングイベントが3年

ぶりに復活します。このイベントは、タイムや順位を競うレースではなく、ご当地グルメや地元

の方との交流を満喫できるエイドステーション（休憩所）に立ち寄りながら、四万十川や足摺岬と

いった絶景スポットを時間内に巡るライドイベントです。

　コースの一般車両の交通規制は行わず、参加選手は一般の交通規則に従って走行します。黒潮

町では、3月13日（日）午前中に選手が走行しますので、沿道での応援をよろしくお願いします。

　また、スタート・ゴール地点では、選手の皆さんへの地場産品でのおもてなしのほか、物販も

行われます。イベントに参加されない方もぜひお越しください。

　詳細はホームページ（https://funraide.jcleague.jp/shimantomugendai/）をご確認ください。

〇お問い合わせ　本庁 産業推進室 観光係　蕁43－2113

日　時 3月12日（土）足摺チャレンジ・ミドルコース

3月13日（日）四万十ロングコース ※黒潮町走行

申込み ホームページ内のエントリーページから申込み

申込み期限：2月15日（火）

参加費 各コース：9,000円　・無限大コース（両日参加）：16,000円

※団体割引：5～10名1組で1人当たり1,000円割引

場　所 宿毛市総合運動公園（スタート・ゴール地点）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となる場合があります


